
赤穂市上下水道事業告示第４号 

 

公共下水道の供用を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９第１項の

規定に基づき、次のとおり公示する。 

 

  令和８年４月１６日 

 

                       赤穂市上下水道事業 

                        赤穂市長  牟  禮  正  稔 

 

１ 供用を開始すべき年月日 

 令和８年４月３０日 

２ 下水を排除すべき区域及び供用を開始しようとする排水施設の位置 

 有年土地区画整理地区    1.3ha 

 野中・砂子土地区画整理地区 0.6ha 

３ 供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別 

 分流式 

４ 縦覧に供する資料 

 別紙のとおり 

 

 

 

 



（赤穂処理区）

既供用開始区域 1,475.2 ha

供用開始区域
（有年土地区画整理地区） 1.3 ha

供用開始区域
（野中・砂子土地区画整理地区） 0.6 ha

　計 1,477.1 ha

有年土地区画整理地区



（赤穂処理区）

既供用開始区域 1,475.2 ha

供用開始区域
（有年土地区画整理地区） 1.3 ha

供用開始区域
（野中・砂子土地区画整理地区） 0.6 ha

　計 1,477.1 ha

野中・砂子 土地区画整理地区


